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揚 水 試 験 の 実 施 に つ い て 

 

 

地下水採取の許可にあたっての判断は、揚水試験結果に基づいて行われるが、試験

の内容、方法については、下記基準に沿って行うこととする。 

 

１．揚水試験項目  
 

予備揚水 
 

  

    
    

① 段階揚水試験 
 

 

      
     

② 連続揚水試験 
 

③ 影響試験 
 

  

        
        

④  回復試験 ⑤  同時連続揚水試験 
 

 

 

 

２．段階揚水試験  

(1) 試験水量 

計画採水量を中心に５段階以上（計画採水量の 50%から 25%増し毎に 150%までや、

300～400ℓ ／分増減等）を原則とし、上昇及び下降の両測定を行うものとする。な

お、計画採取量は、（ℓ ／分）とする。 

 

(2) 揚水時間 

各段階の揚水時間は、水位が安定するまでとするが、少なくとも１時間以上とし、

水位の観測は各段階とも 30 分までは５分毎、30 分後は 10 分毎に行うものとする。 

 

(3) 試験結果表 

揚水試験測定記録表、Ｓ－Ｑ曲線図及びＳ／Ｑ－Ｑ曲線図の作成を行うこととす

る。 

 

 

３．連続揚水試験  

(1) 試験水量 

計画採水量は、（ℓ ／分）とする。 

 

(2) 揚水時間 

計画採水時間を原則とし、水位は下記により測定するものとする。 
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  ０分～  10分 １分毎 

  10分～  30分 ５分毎 

  30分～  60分 10分毎 

  60分～  120分 20分毎 

  120分～ 30分毎 

 

(3) 試験結果表 

揚水試験測定記録表及びｓ－ｔ曲線図の作成を行うものとする。 

 

(4) 影響試験の実施 

連続揚水試験時に、既存井と干渉調査を、下記４により行うものとする。 

 

 

４．影響試験  

(1) 試験範囲 

計画井より半径１㎞以内の既存井を対象とし、既存井の水位変動を測定するもの

とする。 

 

(2) 測定時間 

計画井の連続揚水試験実施時に行うものとし、水位の測定は、30 分毎に行うも

のとする。 

 

(3) 試験結果表 

既存井毎の水位測定記録表を作成するものとする。 

 

 

５．回復試験  

(1) 測定試験 

連続揚水試験完了後、揚水を停止し、水位が安定するまで、下記により水位を測

定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 試験結果表 

揚水試験測定記録表及びｓ－ｔ曲線図の作成を行うものとする。 

 

 

 

揚水停止～  10分 １分毎 

  10分～  30分 ５分毎 

   30分～  60分 10分毎 

   60分～  120分 20分毎 

   120分～ 30分毎 
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６．同時連続揚水試験  

(1) 試験の範囲 

群井としての機能を持つもの、及び影響試験により、相互干渉を起こすものにつ

いては、各井同時に連続揚水試験を行うものとする。 

 

(2) 試験水量 

３の(1)と同じ 

 

(3) 揚水時間 

３の(2)と同じ 

 

(4) 試験結果表 

３の(3)と同じ 

 

 






































